






教育委員会所属SSWer 本採用の流れとメリット（取り組み例紹介）

SSWer 本採用の流れ

所　属：教育委員会 学校教育課

勤務形態：常勤で中学校への配置型

正規職員としてのメリット

配置型のメリット

教育委員会担当職員による子どもの不登校や家庭が抱える貧困等の課題解決方法の検討

SSWer 枠での採用で部署異動がないのが前提となっており公務員の専門職扱い

SSWer 専門の大学教員への相談と人材の紹介依頼

試行的に社会福祉専門職（精神保健福祉士及び社会福祉士）としてソーシャルワークの現場経験が
ある人材を嘱託職員として採用

採用後 SSWer の活動を精査し、子どもと家庭支援において効果があると判断し本採用の取り組みへ

自治体で策定する総合計画や総合戦略等における子どもの教育に関する項目に SSWer の必要性を
明記し本採用

※リーフレットは、下記ウェブサイト及び右記二次元バーコードからもダウンロードできます。
　https://www.jamhsw.or.jp/ugoki/hokokusyo/20220331-ssw.html

⃝支援の継続性

⃝専門性の発揮

⃝他機関・多職種
との連携

　学校に常勤しているため、子どもや保護者が気軽に SSWer を訪ね相談しやすい環境にあることから、
問題を早期に把握することができます。また、学校教職員との情報交換や支援方法の検討をタイムリー
に行うことができ、途切れのない継続的な支援に繋がっています。

専門職として配置型であることから、困難事例を含め子どもや家族への早期支援
の介入から継続的な支援を行うことができます。

配置型であることから、常に学校に常駐していることを関係機関が把握しており、
相互の関係が作りやすく情報共有や協働支援がスムーズです。

スクールソーシャルワークは、子どもや家族、他機関との関係構築、校内の支援
体制作りなどが重要です。正規職員であり部署異動がないことで、SSWer とし
てこれらの専門性をより発揮できる環境となっています。
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